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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

橋

史

は

じ

め

に

天
台
智
顎

（五
三
八
―
五
九
七
）
が
法
華
経
を
解
説
す
る
上
に
お
い
て
、
本
述
二
門
に
分
科
し
て
解
釈
を
な
し
た
こ
と
は
、
智
顎

（以
下
こ
れ
に
準
ず
）
の
独
創
で
あ

っ
て
古
来
の
諸
師
の
法
華
経
研
究
と
は
明
確
に

一
線
を
画
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
本
述
二
門
の

分
科
に
よ

っ
て
、
法
華
経
の
も

つ
広
範
な
教
説
内
容
を
統
合
的
に
し
か
も
余
す
と
こ
ろ
な
く
論
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
故
に
智

顎
に
お
け
る
本
述
思
想
は
、
彼
の
独
自
の
法
華
経
観
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
と
り
わ
け
日
蓮
聖
人

（以
下

宗
祖
と
称
す
）
の
教
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
本
述
思
想
が
基
調
と
な
り
、
そ
の
上
に
本
門
の
超
勝
性
が
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

如
く
で
あ
る
。
即
ち
宗
祖
は
、
智
顎
を
像
法
法
華
弘
通
の
行
者
と
定
め
た
上
で
、
智
顎
の
所
説
の
本
述
論
に
着
目
し
て
、

法
華
経
に
又
二
経
あ
り
。
所
謂
述
門
と
本
門
と
な
り
。
本
述
の
相
違
は
水
火
天
地
の
違
目
也
。
例
せ
ば
爾
前
と
法
華
経
と
の
違
目
よ

り
も
猶
相
違
あ
り
。
…
…
今
本
門
と
述
門
と
は
教
主
已
に
久
始
の
か
わ
り
め
、
百
歳
の
を
き
な
と

一
歳
の
幼
子
の
ご
と
し
。
弟
子
又

水
火
也
。
上
の
先
後
い
う
ば
か
り
な
し
。
而
を
本
述
を
混
合
す
れ
ば
水
火
を
弁

へ
ぎ
る
者
也
。

と
示
し
て
本
述
の
相
違
を
論
じ
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
を
根
本
と
し
て
設
け
ら
れ
た
本
門
の
教
法
が
、
爾
前
述
門
の
教
法
に
全
く
優
越
し
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
に
力
を
注
が
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
小
稿
に
お
い
て
は
、
智
顎
の
本
述
法
門
が
ど
の
よ
う
に
発
展
延
長
し
て
、
宗
祖
の
本
述
論
が
形
成
さ
れ
た
の
か
を
知
る
手
掛

り
と
し
て
、
そ
の
基
盤
と
な
る
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
少
し
く
考
察
を
加
え
た
い
。

一　

六
重
本
述

智
顎
の
本
述
論
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
は
、

『法
華
文
句
』
（以
下

『文
句
』
と
略
称
）
・
『法
華
玄
義
』
（以
下

『玄
義
』
と
略
称
）
等

よ
り
、
０
　
法
華
経
分
科
に
お
け
る
本
述
、
②
　
法
華
経
解
説
の
方
法
と
し
て
の
本
述
、
０
　
法
華
説
法
の
時
間
上
の
本
述
、
ω
　
仏
身

の
上
に
お
け
る
本
述
、
働
　
化
道
の
始
終
、
種

・
熟

・
脱
の
三
益
の
上
に
お
け
る
本
述
、
０
　
本
述
の
意
義
と
し
て
の
六
重
本
述
等
の
本

述
論
に
注
目
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
本
述
論
を
通
観
す
る
と
き
、　
一
往
形
式
論
的
な
も
の
と
実
義
論
的
な
も
の
と
の
別
が
あ
る
。
即
ち
前
述
の
田

ｏ
Ｏ

ｏ
Ｏ
は
形
式

論
的
な
も
の
で
あ
り
、
Ｏ

ｏ
Ｄ

ｏ
Ｏ
は
実
義
論
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
き
、
形
式
論
上
の
本
述
と
い
っ
て

も
実
義
論
的
本
述
が
無
け
れ
ば
生
じ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
全
く
別
異
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
は
同

一

で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
中
で
智
顎
の
本
述
の
意
義
を
端
的
に
示
し
て
い
る
も
の
は
、
０
の
六
重
本
述
で
あ
る
。

『玄
置

巻
七
に
お
い
て
、
妙
字
釈
の
下
に
述
門
十
妙
を
釈
し
終

っ
て
、
次
に
本
門
十
妙
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
実
相
を
中
心
と
し
て
六
重
の
釈
義

を
立
て
て
本
述
の
意
義
に
つ
い
て
説
示
さ
れ
た
も
の
が
六
重
本
述
で
あ
る
。

『玄
義
』
の
本
文
に
お
い
て
は
、
略
釈
と
広
釈
と
に
よ
っ
て

六
重
本
述
を
釈
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
両
釈
の
別
を
省
略
し
て
、
そ
の
六
重
の
意
義
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
に
理
事
本
述
と
は
、
理
が
本
、
事
が
述
で
あ
り
、
久
遠
本
時
に
存
在
す
る
実
相
究
党
の
理
、
即
ち
真
諦
が
本
で
あ

っ
て
、
そ
の
真
諦

で
あ
る
実
相
が
全
現
し
た
と
こ
ろ
の
久
遠
本
時
の
森
羅
万
象
の
俗
諦
が
述
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
地
実
相
の
真
諦
よ
り
、
俗
諦
た
る
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現
象
界
の
諸
法
を
生
ず
る
の
意
で
あ
る
と
す
る
。

二
に
理
教
本
述
と
は
、
こ
れ
は
理
が
本
、
教
が
述
で
あ
り
、
本
地
本
仏
の
観
照
し
た
と
こ
ろ
の
真
俗
二
諦

（理
事
）
を
本
と
名
ず
け
、

昔
仏
が
方
便
し
て
こ
れ
を
説
く
と
こ
ろ
の
二
諦
の
教
を
述
と
名
ず
け
る
。
所
謂
昔
仏
が
本
時
に
二
諦
を
証
得
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
衆
生
に

方
便
し
て
二
諦
の
教
を
垂
れ
る
の
で
あ
る
。
前
の
理
事
本
述
の
理
は
有
仏
無
仏
性
相
常
然
の
性
で
あ

っ
て
、
本
来
本
然
と
し
て
存
す
る
法

界
実
相
の
真
諦
で
あ
る
が
、
今
の
理
は
本
仏
所
証
の
実
相

（真
諦
）
と
現
象

（俗
諦
）
と
の
二
諦
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

三
に
教
行
本
述
と
は
、
こ
れ
は
教
が
本
、
行
が
述
で
あ
る
。
衆
生
が
最
初
に
昔
仏
の
教
を
稟
け
る
こ
と
を
本
と
な
し
、
教
を
稟
け
て
修

行
す
る
こ
と
を
述
と
す
る
。
所
謂
仏
の
説
く
と
こ
ろ
の
教
を
稟
け
て
、
そ
の
所
詮
の
理
を
解
し
て
修
因
致
果
の
行
を
起
す
。
そ
の
行
に
よ
っ

て
仏
の
説
く
教
を
会
得
し
理
を
顕
得
し
う
る
の
で
あ
る
。
故
に
前
の
理
教
本
述
の
教
は
仏
の
説
く
と
こ
ろ
の
教
、
今
の
教
は
衆
生
の
稟
け

た
仏
の
教
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

四
に
体
用
本
述
と
は
、
こ
れ
は
体
が
本
、
用
が
述
で
あ
る
。
往
昔
に
修
行
を
始
め
て
、
そ
の
行
は
理
に
か
な
い
初
め
て
法
身
を
証
得
す

る
の
を
本
と
し
、
こ
の
法
身
の
本
よ
り
応
身
の
用
を
起
す
の
を
述
と
す
る
。
即
ち
本
時
所
得
の
法
応
二
身
で
あ
る
。

五
に
実
権
本
述
と
は
、
こ
れ
は
実
が
本
、
権
が
述
で
あ
る
。
久
遠
本
時
に
実
成
し
て
得
る
と
こ
ろ
の
法
応
二
身
を
本
と
し
、
中
間
に
数
々

現
滅
し
て
、
種
々
に
権
施
す
る
法
応
二
身
を
述
と
な
す
も
の
で
あ
る
。

六
に
今
己
本
述
と
は
、
こ
れ
は
今
が
本
、
己
が
述
で
あ
る
。
前
来
述
べ
る
と
こ
ろ
の
諸
経
己
説
の
理
事
乃
至
実
権
を
述
と
し
、
今
経
本

門
所
説
の
久
遠
の
事
理
乃
至
実
権
を
本
と
す
る
の
で
あ
る
。
今
経
本
門
所
説
の
久
遠

・
中
間
の
理
事
乃
至
実
権
よ
り
今
世
已
説
の
寂
滅
以

来
の
述
で
あ
る
と
こ
ろ
の
理
事
乃
至
実
権
を
顕
す
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。

以
上
の
六
重
本
述
を
検
討
す
る
と
き
、
第

一
・
二

・
三
は
本
述
の
語
が
本
末
の
義
に
等
し
く
、
天
台
教
学
の
み
に
限
ら
ず

一
般
に
通
用

す
る
本
述
で
あ
る
が
、
後
の
第
四

ｏ
五

・
六
に
お
い
て
天
台
教
学
独
自
の
本
述
論
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

第
六
の
今
已
本
述
で
、
今
説
の
本
時
の
経
意
が
已
説
の
述
中
の
経
意
と
全
く
異
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
故
に
荊
渓
湛
然

（七

一
一
～
七

八
二
）
は
こ
の
意
を
受
け
て
、

第
六
己
今
、
己
即
是
述
、

と
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
指
二述
門
及
諸
述
教

一。
今
即
是
本
、
即
指
二本
門

一。
本
門
已
前
皆
名
為
レ已
、
涌
出
已
後
方
名
為
矢
「
。

こ
こ
に
お
い
て
、
智
顎
に
お
け
る
本
述
の
意
義
は
、
結
局
爾
前
述
門
と
本
門
と
の
教
説
の
相
違
で
あ
る
こ

一
一

「
本
述
」

の
語

の
始
源

智
顎
は
前
項
の
よ
う
な
本
述
論
を
も

っ
て
法
華
経
の
独
自
性

・
超
勝
性
を
説
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て

「本
述
」
と
い
う

語
の
始
源
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
少
し
く
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

智
顎
以
前
に
本
述
を
問
題
と
し
た
の
は
、
羅
什
の
弟
子
あ
た
り
か
ら
と
さ
れ
て
い
る
が
、
羅
什
門
下
に
よ
る
現
存
す
る
法
華
経
の
註
釈

書
は
道
生

（二
五
五
―
四
三
四
）
の

『
妙
法
蓮
華
経
疏
』
の
み
が
伝
わ

っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
同
じ
門
下
の
慧
観
の

『法
華
宗
要
序
』
と

僧
叡
の

『法
華
経
後
序
』
が

『出
三
蔵
記
集
』
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、

「本
述
」
の
語
は
発
見
で
き
な
い
。
し
か
し
、

「本
述
」

の
語
は
同
門
下
の
僧
肇

（三
八
四
―
四

一
四
？
）
と
道
融
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

僧
肇
に
は
法
華
経
の
註
釈
書
は
な
い
が
、
彼
の
著
に
な
る

『
注
維
摩
詰
経
Ｌ

の
巻

一
井
序

・
『
維
摩
経
序
』
に
注
目
す
べ
き
語
句
が
あ

る
。
即
ち
非

レ本
無
二
以
垂
フ
述
、
非

レ述
無
二
以
顕
フ
本
。
本
述
雖
殊
不
思
議

一
也
。

で
あ
る
。
こ
れ
は
維
摩
経
の
教
説
内
容
に
つ
い
て
本
述
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
智
顎
は
三
大
部
中
に
頻
繁
に
こ
の
語
句
を
引
用
し
て

い
る
。
そ
の

一
証
と
し
て
は
、
『
文
句
』
巻

一
に
本
述
釈
を
用
い
る
所
以
の
中
で

「僧
肇
云
」
と
し
て
、
フ」
れ
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
に
つ
い
て
湛
然

（以
下
こ
れ
に
準
ず
）
は

『法
華
文
句
記
』

（以
下

『文
句
記
」
と
略
称
）
に
註
し
て
、

次
引

レ肇
者
、
但
借
二
其
言

一不
レ用
二
其
事

一。
肇
用
二
融
公
九
轍

一。
九
轍
未

レ当
引
者
如
何
。
故
彼
本
述
無
生
轍
云
、
多
宝
不
レ
滅

釈
迦
不
レ生
、
多
宝
本
也
、
釈
迦
述
也
。
本
不
レ滅
述
不
レ生
、
不
生
不
滅
本
述
雖
レ殊
不
思
議

一
。
豊
得
下
以
二多
宝
之
本

一垂
中
於
釈

迦
之
述
上
。
若
借
レ彼
顕

穴
「
、
以
二
久
本

一為

レ本
望
レ今
為
レ述
。
本
述
雖

レ殊
不
思
議

一
也
。

と
。
こ
こ
で
智
顎
が
僧
肇
の
文

。を
引
用
す
る
の
は
そ
の
語
を
借
り
る
の
み
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
義
を
用
い
る
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
し
、

し
か
も
僧
肇
の

「本
述
」
の
語
は
道
融
の
九
轍
説
中
の
本
述
無
生
轍
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
九
轍
説
に
つ
い
て
は
、

三
論
宗
の
嘉
祥
大
師
吉
蔵

（五
四
九
―
六
二
三
）
の

『法
華
玄
論
』
巻

一
に
よ
れ
ば
道
融
の
説
と
し
、
湛
然
も

『文
句
記
』
巻

一
に
は
前

述
の
如
く
道
融
の
説
と
し
な
が
ら
、
同
書
巻
八
に
至

っ
て

『文
句
』
巻
八
の
所
説
を
う
け
て
僧
叡
の
説
と
し
て
九
轍
を
全
部
紹
介
し
て
い

る
。
今
は

『文
句
記
』
巻
八
に
従

っ
て
九
轍
の
中
の
本
述
無
生
轍
の
み
を
示
す
と
、

六
本
述
無
生
轍
、
即
多
宝
品
。
多
宝
不
レ滅
釈
迦
不
レ生
、
多
宝
為

レ本
釈
迦
為
レ述
。
本
既
不
レ滅
述
豊
有

レ生
。
本
述
雖
殊
不
思
議

一

。

と
。
前
出
の

『
文
句
記
』
巻

一
の
所
説
と
ほ
ぼ
同
意
で
あ
る
、
合
し
て
考
察
す
れ
ば
、
こ
の
意
は
多
宝
は
本
に
し
て
不
滅
、
釈
迦
は
述
に

し
て
不
生
で
あ
り
、
倶
に
不
生
不
滅
に
し
て
本
述
不
思
議

一
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
身
に
つ
い
て
本
述
を
論
じ
た
も
の
で
、
多

宝
は
身

（真
身
）
、
釈
迦
は
応
身

（生
身
）
と
い
っ
て
二
身
論
で
あ
り
、
ま
だ
三
身
論
が
生
ず
る
以
前
の
説
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
仏
身

論
は
体
用
本
述
に
約
し
て
、
多
宝
を
本
、
釈
迦
を
述
と
す
る
も
の
で
、
恐
ら
く
は
倶
体
倶
用
の
立
場
よ
り
体
用
不
二

・
本
述
体

一
を
論
じ

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

管
見
の
限
り
に
お
い
て
は
こ
の
九
轍
説
が

「本
述
」
の
語
の
始
出
で
あ

っ
て
、
こ
れ
が
僧
肇

へ
伝
授
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

〓
一　
仏
身

の
上
に
お
け
る
本
述

智
顎
の
本
述
論
は
既
述
の
如
く
多
面
に
亘

っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
本
と
な
る
も
の
は
仏
身
上
の
本
述
で
あ
る
。
故
に
こ
の
項
で
は
仏
身

の
上
に
お
け
る
本
述
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
本
述
論
は

『文
句
』
巻
九
の
寿
量
品
の
釈
義
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

前
項
の
九
轍
説
に
お
け
る
仏
身
論
は
法

・
応
二
心
の
上
に
論
じ
た
も
の
で
、
多
宝
法
身
を
本
と
な
し
釈
迦
応
身
を
述
と
し
、
両
者
を
倶
に

不
生
不
滅
と
し
て
本
述
雖
殊
不
思
議

一
と
し
て
い
る
が
、
智
顎
は
三
身
の
上
に
こ
れ
を
説
示
し
、
本
の
三
身

・
述
の
三
身
を
論
ず
る
の
で

あ
る
。

ま
ず
智
顎
の
三
身
論
は

『文
句
』
巻
九
に

此
品
詮
量
通
明
≡

一身

一、
若
従
二
別
意

一正
在
二
報
身

一。
何
以
故
義
便
文
会
、
義
便
者
、
報
身
智
慧
上
冥
下
契
、
三
身
宛
足
故
言
二

義
便

Ｌ

文
会
者
、
我
成
仏
已
来
甚
大
久
遠
、
故
能
三
世
利
二
益
衆
生

Ъ

所
成
即
法
身
、
能
成
即
報
身
、
法
報
合
故
能
益
レ
物
故
言
二

文
会

一。
以
レ此
推

レ此
正
意
是
論
二
報
身
仏
功
徳

一也
。

と
説
示
さ
れ
て
、
智
顎
は
法

・
報

・
応
三
身
の
中
心
主
体
を
報
身
と
し
て
、
こ
れ
を
義
便
と
文
会
と
の
両
面
よ
り
論
じ
て
い
る
。
義
便
に

お
い
て
は
報
身
の
智
慧
は
上
は
法
身
に
冥
合
し
下
は
応
身
に
か
な
う
徳
が
あ
る
の
で
報
身
を
正
意
と
し
、
文
会
に
お
い
て
も
我
成
仏
己
来

甚
大
久
遠
の
成
道
の
報
身
は
能
く
三
世
に
通
じ
て
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
報
身
は
能
成
で
あ
り
法
身
は

所
成
で
あ

っ
て
、
能
成

・
所
成
、
法
身
の
境
と
報
身
の
智
と
が
冥
合
す
る
故
に
、
応
身
を
現
じ
て
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
故
に
今
寿
量
品
が
明
す
と
こ
ろ
の
意
趣
は
通
じ
て
は
三
身
の
寿
命
は
長
遠
で
あ
る
が
、
別
し
て
は
報
身
仏
の
寿
命
長
遠
の

功
徳
を
顕
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
こ
の
三
身
に
お
い
て
本
述
を
示
し
て
、

復
次
如

レ是
三
身
種
種
功
徳
、
悉
是
本
時
道
場
樹
下
先
久
成
就
、
名
レ之
為

レ本
。
中
間
今
日
寂
滅
道
場
所
二
成
就

一者
、
名
レ
之
為
レ

―-72-―



述
。

と
し
て
、
久
遠
本
時
の
道
場
樹
下
に
お
け
る
成
道
を
も

っ
て
本
と
し
、
大
通
以
後
中
間
世
々

。
今
日

（在
世
）
の
寂
滅
道
場
に
お
け
る
成

道
を
述
と
定
め
て
い
る
。
即
ち
久
遠
実
成
の
三
身
が
本
仏
で
あ

っ
て
、
中
間

ｏ
在
世
の
近
成
ま
た
始
成
正
覚
の
三
身
が
述
仏
で
あ
る
と
規

定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
諸
経
の
本
述
と
今
経
の
本
述
の
相
違
を
指
摘
し
て
、

諸
経
所

レ説
本
述
者
、
即
寂
滅
道
場
所
レ成
法
報
為
レ本
、
従

レ本
所
レ起
勝
劣
両
応
為

レ述
。
今
経
所
レ明
取
二
寂
場
及
中
間
所
レ成
三

身

ヽ

皆
名
為

レ述
、
取
二
本
音
道
成
所
レ得
三
身
、
名

レ之
為

レ本
。
故
興
二
諸
経

一為
レ異
也
。

と
説
示
し
、
諸
経
に
明
す
本
述
と
い
う
の
は
今
世
の
寂
滅
道
場
に
お
い
て
成
ず
る
と
こ
ろ
の
法
身

・
報
身
を
本
身
と
し
、
そ
れ
以
来
こ
の

法

・
報
の
本
身
よ
り
起
す
と
こ
ろ
の
勝
応

・
劣
応
の
二
身
を
述
身
と
す
る
が
、
今
経
本
門
に
明
す
本
述
は
そ
の
よ
う
な
今
世
の
上
の
本
述

で
は
な
く
、
過
去
久
遠
の
本
時
に
成
得
し
た
と
こ
ろ
の
三
身
を
本
仏
と
し
、
今
世
や
中
間
に
成
就
す
る
三
身
を
悉
く
述
仏
と
す
る
の
で
、

こ
こ
に
今
経
と
諸
経
と
の
相
違
が
存
す
る
と
す
る
。
こ
の
観
点
に
立

っ
て
、
僧
肇
が

「非

レ本
無
二
以
垂
フ
述
、
非
レ述
無
二
以
顕
フ
本
、
本

述
雖
殊
不
思
議

一
也
。
」
と
す
る
意
に
つ
い
て
も
、
結
局
は
寂
滅
道
場
所
成
の
仏
を
本
と
し
て
そ
れ
以
後
現
ず
る
諸
仏
を
述
仏
と
理
解
し

て
い
る
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仏
身
上
の
本
述
が
根
本
と
な

っ
て
、
こ
れ
が
経
典
の
分
科
に
、
あ
る
い
は
経
典
の
解
釈
の
上
に
、
あ
る
い
は
化
道
の
上
に

転
用
さ
れ
て
諸
種
の
本
述
論
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

四
　
法
華
経
分
科
に
お
け
る
本
述

０
　
天
台
以
前
の
法
華
経
分
科

智
顎
は

『文
句
』
に
お
い
て
法
華
経
の
講
説
に
入
る
に
先
立

っ
て
法
華
経
を
前
十
四
品
を
述
門
、
後
十
四
品
を
本
門
と
し
て
一
経
を
述

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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台
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思
想
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て

本
二
門
に
分
科
し
て
い
る
が
、
こ
の
智
顎
の
述
本
二
門
分
節
に
至

っ
た
経
過
を
道
生
の
説
、
あ
る
い
は
道
融
の
説
、
あ
る
い
は

『
文
句
』

巻

一
に
所
掲
の
諸
師
の
見
解
を
参
照
し
な
が
ら
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

ま
づ
道
生
は
、
そ
の
著

『妙
法
蓮
華
経
疏
』
に
お
い
て
法
華
経
を
三
段
に
分

っ
て
い
る
。
即
ち
序
品
よ
り
安
楽
行
品
に
至
る
十
三
品
を

因
門
と
し
て
、
三
因
を

一
因
と
な
す
こ
と
を
明
し
、
涌
出
品
よ
り
嘱
累
品
に
至
る
八
品
を
果
門
と
し
、
三
果
を

一
果
と
な
す
こ
と
を
弁
じ
、

薬
王
品
よ
り
普
賢
品
に
終
る
六
品
を
二
乗

・
菩
薩
の
二
人
を
法
華
経
を
体
得
し
た
菩
薩
の

一
人
と
な
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の

道
生
撰
の
法
華
疏
は
現
存
最
古
の
註
釈
書
で
あ
る
の
で
、
所
説
の
三
段
分
科
説
も
お
そ
ら
く
最
古
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
因
門
に
お

い
て
三
乗
各
別
の
因
を
会
し
て

一
乗
の
因
と
し
、
果
門
に
お
い
て
、
三
乗
個
別
の
果
を

一
仏
果
と
し
、
さ
ら
に
三
乗
各
々
の
行
人
が
実
は

同
じ
仏
と
な
る
と
解
し
て
、
三
乗
各
別
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
故
に
後
世
の
諸
学
者
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。

道
融
の
九
轍
説
に
つ
い
て
は
前
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
道
融
に
は
法
華
経
の
註
釈
書
が
伝
わ
ら
な
い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
不
明

で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
如
く
湛
然
が
九
轍
説
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
従

っ
て
示
す
と
、
ま
ず
法
華
経
を
三
段
に
分
科
し
て
序

品
を
序
分
と
し
、
方
便
品
よ
り
分
別
功
徳
品
を
正
宗
分
と
し
、
随
喜
品
以
下
を
流
通
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
九
轍
を
開
い
て
、
序
品
を
昏

聖
相
拍
轍
、
方
便
品
を
渉
数
帰
真
轍

（為
二
上
根
人

し

、
善
喩
品
を
興
類
潜
彰
轍

（為
二
中
根
人

し
、
信
解

・
薬
草

・
授
記
品
を
述
窮
通

昔
轍

（中
根
領
解
）
、
化
城
喩

・
五
百
弟
子
品
を
彰
因
進
悟
轍

（為
二
下
根
人

し
、
法
師
品
を
讃
揚
行
李
轍
（為
二
如
来
使

し
、
多
宝
品
を

本
述
無
生
轍
、
涌
出

・
寿
量
品
を
挙
因
徴
果
轍

（弥
勒
挙
レ因
徴

レ果
仏
挙
二
寿
量
因
果
所
由

し
、
随
喜
品
以
下
を
称
揚
遠
済
轍
と
し
て
い

る
。
各
品
に
は
必
ず
し
も
九
轍
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
が
あ
り
、
九
轍
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
も
詳
細
な
説
明
が
な
い
の
で

一
経
を
統

一
的
観
点
か
ら
理
解
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
上
中
下
根
の
人
に
対
応
し
て
三
周
に
説
く
と
解
釈
し
た
の
は
、
湛
然
の
説
明

で
あ
る
の
か
当
時
に
す
で
に
こ
の
よ
う
な
解
釈
法
が
あ

っ
た
の
か
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
不
明
で
あ
る
。
今
は
法
華
経
を
序

・
正

・
流
通
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の
三
段
に
分
科
し
た
こ
と
、
「本
述
」
の
語
の
始
出
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
に
注
目
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

慮
山
の
慧
龍

（
四
六
〇
代
）
の
分
科
は

『
文
句
』
巻

一
に
よ
れ
ば
、　
一
経
を
序

・
正

・
流
通
の
三
段
に
分
ち
、
序
品
よ
り
法
師
品
を
言

方
便

・
言
真
実
と
し
て
説
法
の
権
実
を
明
し
て
会
三
帰

一
の
旨
を
顕
し
、
宝
塔
品
以
下
は
身
方
便

・
身
真
実
と
し
て
仏
身
に
つ
い
て
本
述

即
ち
体
用
を
明
し
て
い
る
。
ま
た
方
便
品
よ
り
安
楽
行
品
ま
で
を
因
門
と
し
、
涌
出
品
以
下
を
果
門
と
し
て
い
る
。
湛
然
の
説
示
に
よ
れ

ば
、
序
品
よ
り
法
師
品
に
は
法
華
已
前
を
言
方
便
と
し
法
華
を
言
真
実
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
し
、
宝
塔
品
以
下
に
は
、
仏
身
上
に
お
い

て
多
宝

（古
仏
）
・
釈
迦

（今
仏
）
は

一
体
で
あ

っ
て
身
方
便
、
寿
量
品
の
久
成
の
釈
迦
を
身
真
実
と
す
る
を
明
す
と
し
て
い
る
。

こ
こ

に
お
い
て
久
遠
実
成
の
釈
迦
を
本
と
し
て
い
る
点
が
九
轍
説
中
本
述
無
生
轍
の
説
と
異

っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

玄
暢

（四

一
六
―
四
八
四
）
の
説
は
、

『文
句
』
に
よ
れ
ば
、
序
品
よ
り
宝
塔
品
を
因
分
、
勧
持
品
よ
り
神
力
品
を
果
分
、
嘱
累
品

以
下
を
護
持
分
と
三
段
に
分

っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
を
湛
然
の
釈
に
は
、
因
分
は
述
門
の
意
、
果
分
は
本
門

の
意
、
護
持
分
は
流
通

分
の
異
名
な
る
こ
と
を
明
し
て
い
る
。
故
に
玄
暢
の
分
科
説
に
は

「本
述
」
の
語
は
な
い
が
義
と
し
て
本
述
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き

２０
。

（２３
）

僧
印

（四
二
五
―
四
九
九
）
の
説
は

『文
句
』
に
は
慧
龍
に
従

っ
て
経
を
分
節
し
た
と
あ
る
の
み
で
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
吉

蔵
の

『法
華
義
疏
』
巻

一
の
記
に
よ
る
と
、　
一
経
を
序

・
正

・
流
通
に
分
科
し
、
ま
た
因
果
二
門
に
分
別
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
序

分
を
序
品
と
し
、
正
宗
に
お
い
て
は
、
ま
ず
方
便
品
よ
り
安
楽
行
品
ま
で
を
乗
方
便

・
乗
真
実
と
し
て
開
三
顕

一
の
旨
を
顕
す
と
し
、
さ

ら
に
涌
出
品
よ
り
分
別
功
徳
品

「
弥
勒
説
偶
」
ま
で
を
身
方
便

・
身
真
実
と
し
て
開
近
顕
遠
の
旨
を
顕
す
と
し
、
流
通
は
分
別
功
徳
品

「
又
阿
逸
多
」
以
下
と
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
又
、
序
品
よ
り
安
楽
行
品
ま
で
を
因
分
、
涌
出
品
以
下
を
果
分
と
し
て
い
る
。

説
法
の
権
実
、
仏
身
の
本
述
、
因
果
二
門
を
分
け
る
の
は
慧
龍
の
説
に
負
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
分
文
の
起
尽
は
異
っ
て
い
る
点
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

法
雲

（
四
六
七
―
五
二
九
）
の
分
科
説
は
彼
の
撰
に
な
る

「法
華
義
記
』
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
づ

一
経
を
序

・
正

・
流
通

の
三
段
に
分
科
し
、
序
品
を
序
分
、
方
便
品
よ
り
分
別
功
徳
品
の

「弥
勒
説
偶
」
ま
で
を
正
宗
分
、
同
品

「
又
阿
逸
多
」
以
下
を
流
通
分

と
し
、
次
に
序
分
を
通
序
と
別
序
、
正
宗
分
を
因
義

（方
便
品
よ
り
安
楽
行
品
）
と
果
義

（湧
出
品
以
下
）
、
流
通
を
化
他

（分
別
功
徳

品
よ
り
妙
荘
厳
王
品
）
と
自
行

（普
賢
品
）
と
に
分
け
、
さ
ら
に
通
序
と
別
序
に
そ
れ
ぞ
れ
五
段
、
因
義
と
果
義
に
そ
れ
ぞ
れ
四
段
、
化

他
と
自
行
に
れ
ぞ
れ
三
段
と
分
段
し
、
合
計
二
十
四
段
に
も
細
分
し
て
い
る
。
こ
の
分
科
に
対
し
智
顎
は
、

末
代
尤
煩
光
宅
転
細
。
重
雰
騎
二
於
太
清

ヽ

一二
光
為

レ之
哉

レ耀
。
問
レ津
者
所
レ不
レ貴
。

と
批
判
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
智
顎
は
分
科
説
の
形
式
上

・
思
想
上
に
彼
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
た
め
に

智
顎

の
批
判
の
対
象
は
専
ら
法
雲
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。

問
　
智
顎
の
法
華
経
分
科

『
文
句
』
巻

一
に
は
前
述
の
如
く
智
顎
以
前
の
諸
師
の
法
華
経
分
科
説
を
挙
げ
て
い
る
が
、
智
顎
は
こ
れ
を
批
判
し
て
後
、
自
ら
の
分

科
説
に

一
経
三
段

・
一
経
二
門
六
段
の
二
種
を
示
し
て
い
る
。
『文
句
』
に
従

っ
そ
の
所
説
を
挙
げ
る
と
、
ま
ず

一
経
三
段
と
は
、
序
品

を
序
分
、
方
便
品
よ
り
分
別
功
徳
品
の
十
九
行
の
偶
ま
で
を
正
宗
、
こ
れ
よ
り
以
下
を
流
通
と
し
て
い
る
。
次
に

一
経
二
門
六
段
と
は
、

序
品
よ
り
安
楽
行
品
ま
で
を
述
門
と
し
、
涌
出
品
以
下
を
本
門
と
し
、
さ
ら
に
述
本
二
門
に
各
々
序

・
正

ｏ
流
通
の
三
段
を
設
け
、
述
門

に
お
い
て
は
序
品
を
序
と
し
、
方
便
品
よ
り
授
学
無
学
人
記
品
ま
で
を
正
宗
と
し
、
法
師
品
よ
り
安
楽
行
品
を
流
通
と
す
る
。
本
門
に
お

い
て
は
、
涌
出
品
前
半
を
序
と
し
、
そ
れ
に
続
く
長
行
よ
り
分
別
功
徳
品
の
十
九
行
の
偶
ま
で
を
正
宗
と
し
、
以
下
経
の
終
り
ま
で
を
流

通
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
智
顎
が
法
華
経
を
二
大
別
し
、
前
半
を
述
門
と
し
後
半
を
本
門
と
し
た
こ
と
は
、
智
顎
以
前
の
諸
師
が
い
ず
れ
も
因
門
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（
又
邸
分
）
。
果
門

（
又
邸
分
）
と
分
科
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
智
顎
の
法
華
経
観
に

一
歩
の
前
進
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

智
顎
以
前
の
法
華
経
観
は
般
若

ｏ
華
厳

・
涅
槃
等
の
諸
大
乗
経
の
よ
う
に
法
華
経
も
法
界
の
実
相
論
と
衆
生
に
お
け
る
如
来
蔵
と
の
上
よ

り
、
前
半
の
因
門
優
位
と
観
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
智
顎
は
法
華
経

一
部
を
仏
身
論
の
上
よ
り
二
門
に
分

段
し
、
後
半
の
本
門
部
分
を
本
仏
釈
尊
の
実
説
で
あ
る
と
い
う
見
地
よ
り
法
華
経
の

「永
異
諸
経
」
な
る
旨
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
さ
ら
に
論
じ
た
い
。

五
　
一二
世
説
法

の
上

に
お
け
る
本
述

智
顎
は
法
華
経
の
文
を
解
釈
す
る
に
、
因
縁

・
約
教

・
本
述

ｏ
観
心
の
四
種
釈
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
中
で
も
特
に
本
述
釈
に
着
目
し

た
故
に
小
稿
の
初
め
に

「
開
　
法
華
経
解
説
の
方
法
と
し
て
の
本
述
」
・
「
０
　
法
華
説
法
の
時
間
上
の
本
述
」
と
し
て
個
別
に
掲
げ
た
が
、

そ
の
本
述
釈
の
内
容
に
説
か
れ
る
本
述
の
意
味
は
、
三
世
と
い
う
時
間
に
お
け
る
説
法
の
始
中
終
を
顕
す
本
述
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は

②
と
０
を
合
わ
せ
て

「
三
世
説
法
の
上
に
お
け
る
本
述
」
と
し
て
検
討
を
試
る
。

『文
句
』
巻

一
に

次
示
二
本
述

一者
、
久
遠
行
一一菩
薩
道

一時
、
宣
二揚
先
仏
法
華
経

一、
亦
有
Ｌ
二
分
上
中
下
語

ヽ

亦
有
二
本
述

Ｌ

但
仏
仏
相
望
是
則

無
レ窮
、
別
取
二
最
初
成
仏
時
所
レ説
法
華
三
分
上
中
下
語

ヽ

専
名
為
レ上
、
名
レ之
為
レ本
。
何
以
故
、
最
初
成
仏
初
説
法
故
、
為
レ

上
為
レ本
。
批
意
可
レ知
。
中
間
行
化
、
助
二
大
通
智
勝
然
灯
等
仏

ヽ

一晏
一揚
法
華
三
分

一者
、
但
名
為
レ中
、
但
名
為
Ｌ
鶴

何
以
故
、

前
有

レ上
故
、
前
有
レ本
故
。
今
日
王
城
所

レ説
三
分
、
但
名
為
レ下
但
名
為
レ述
。
乃
至
師
子
奮
迅
之
力
、
未
来
永
永
所
レ
説
三
分
、

亦
指
二
最
初

一為

レ上
為
レ本
。
警
如
下
大
樹
雖
レ有
二
千
枝
万
葉

ス

論
二其
根
本

一不
レ得
二
伝
伝
相
指

一同
宗
中
一
根
上
。
此
喩
可
レ解
バ云。

と
あ
る
。
即
ち
久
遠
本
時
に
お
け
る
本
仏
の
法
華
三
分
の
説
法
を
上
と
し
本
と
す
る
こ
と
。
次
に
中
間
に
お
け
る
大
通
仏

・
燃
灯
仏
の
法

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

華
三
分
の
説
法
を
中
と
し
述
と
す
る
こ
と
。
又
、
今
日

（在
世
）
所
説
の
法
華
三
分
の
説
法
を
下
と
し
述
と
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
未

来
永
々
に
説
く
法
華
三
分
の
説
法
は
本
地
本
仏
の
説
法
を
指
し
て
上
と
し
本
と
す
る
こ
と
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
れ
ば
、
法
華
経

は
久
遠
本
時

・
中
間

・
今
日

・
未
来
と
三
世
に
通
じ
て
説
法
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
地
を
尋
ね
る
と
本
仏
に
よ
っ
て
久
遠
本

時
に
説
法
さ
れ
た
法
華
経
で
あ
り
、
中
間

・
今
日

・
未
来
に
数
多
の
諸
仏
に
よ

っ
て
説
法
さ
れ
る
法
華
経
は
皆
述
中
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
も
中
間

・
今
日

・
未
来
の
法
華
経
は
久
遠
本
時
の
法
華
経
よ
り
開
出
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
華
経
で
あ
り
、
久
遠
本
時
の
法
華

経
は
述
中
の
法
華
経
を
出
生
す
る
根
本
で
あ

っ
て
、
述
中
の
法
華
経
を
発
述
顕
本

・
摂
述
帰
本
す
れ
ば
、
引
用
の
書
喩
の
如
く
述
中
所
説

の
法
華
経
は
悉
く
久
遠
本
時
の
法
華
経
に
帰

一
す
る
の
で
あ
る
。
故
に

「玄
義
』
の

約
二
世
料
簡
者
、
文
云
、
如
来
自
在
神
通
之
力
、
如
来
大
勢
威
猛
之
力
、
如
来
師
子
奮
迅
之
力
、
即
是
三
世
益
物
之
文
。
若
過
去
最

初
所

レ証
権
実
之
法
、
名
為
レ本
也
。
従
二
本
証

一已
後
方
便
化

レ他
、
開
三
顕

一
発
述
顕
本
者
、
還
指
二
最
初

一為
レ本
。
中
間
示
現
発

述
顕
本
、
亦
指
二
最
初

一為
レ本
。
今
日
発
述
顕
本
、
亦
指
二
最
初

一為
レ本
。
未
来
発
述
顕
本
、
亦
指
二
最
初

一為

レ本
。
三
世
乃
殊
、

毘
慮
遮
那

一
本
不
レ異
。
如
百
千
枝
葉
同
趣
二
一
根

Ｌ
云
。

と
の
説
示
に
照
合
す
れ
ば
、
そ
の
意
は
明
確
と
な
る
の
で
あ
る
。

エハ
　
三
世
化
道

の
上

に
お
け
る
本
述

前
項
の
三
世
説
法
の
上
に
お
け
る
本
述
と
は
主
と
し
て
仏
陀
が
三
世
に
亘

っ
て
法
華
経
を
説
法
す
る
こ
と
に
お
い
て
本
述
を
分
別
し
た

の
で
あ
る
が
、
今
こ
の
三
世
化
道
に
お
け
る
本
述
と
は
、
法
華
経
に
限
ら
ず
仏
陀
が
三
世
に
亘

っ
て
ど
の
よ
う
に
衆
生
を
利
益
す
る
か
と
い

う
観
点
に
立

っ
て
、
本
述
を
論
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
本
述
説
は

『文
句
』
巻

一
の
四
種
釈
中
の
因
縁
釈
の
下
に
顕
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

衆
生
久
遠
濠
三
仏
善
巧
令
レ種
二
仏
道
因
縁

Ъ

中
間
相
値
、
更
以
二
異
方
便

一。
助
二
顕
第

一
義

一、
而
成
二
熟
之

一。
今
日
雨
花
動
地
、
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以
二
如
来
滅
度

一而
度
二
脱
之

Ｌ

（
州
獅

一三
鑑
）

復
次
久
遠
為

レ種
、
過
去
為

レ熟
、
近
世
為
レ脱
。
地
涌
等
是
也
。

（第
二
節
）

復
次
中
間
為

レ種
、
四
味
為

レ熟
、
王
城
為
レ脱
。
今
之
開
示
悟
入
者
是
也
。

（第
三
節
）

復
次
今
世
為

レ
種
、
次
世
為
レ
熟
、
後
世

為
レ脱
。
未
来
得
度
者
是
也
。
雖
レ未
二
是
本
門

ヽ

取
レ意
説
耳
。
（第
四
節
）

と
。
以
上
の
四
節
の
三
益
に
お
い
て

「本
述
」
の
語
は
な
い
が
、
そ
の
義
と
し
て
下
種
益
が
本
で
熟

・
脱
の
二
益
が
述
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
下
種
が
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
久
遠
本
時
の
下
種
は
必
ず
法
華
経
本
門
の
説
法
で
あ
る
と
い
う
定

式
の
上
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
四
節
の
三
益
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
本
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
を
も

っ
て
第
四
節

に
つ
い
て
は

「雖

レ未
二
是
本
門

ス

取
Ｌ
息
説
耳
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
四
節
の
中
に
お
い
て
は
初
め
の
三
節
に
つ
い
て
本
述
説
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ま
ず
第

一
節
で
は
久
遠
本

時
に
お
い
て
法
華
経
を
も

っ
て
衆
生
に
下
種
し
、
中
間
に
お
い
て
諸
経
を
も

っ
て
衆
生
を
成
熟
し
、
さ
ら
に
今
日
在
世
に
お
い
て
法
華
経

を
も

っ
て
度
脱
せ
じ
め
る
と
し
て
、
久
遠
本
時
の
下
種
を
本
と
し
、
中
間
の
熟
益
と
今
日
在
世
の
脱
益
を
述
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
第

二
節
で
は
久
遠
本
時
を
下
種
と
し
本
と
し
、
過
去
の
中
で
も
遠
世
を
熟
益
と
し
、
過
去
の
近
世
を
指
し
て
脱
益
と
し
て
、
熟

・
脱
の
二
益

を
述
と
し
て
い
る
。
ま
た
次
に
第
二
節
で
は
、
中
間
の
大
通
を
下
種
と
し
本
と
し
、
中
間
世
々
お
よ
び
今
日
在
世
に
お
い
て
前
四
味
の
諸

経
を
も

っ
て
熟
益
し
、
今
日
在
世
に
お
い
て
法
華
経
を
も

っ
て
度
脱
せ
じ
め
る
と
し
て
、
こ
の
熟

・
脱
二
益
を
述
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
第
二
節
に

「中
間
為
レ種
」
と
あ
る
が
、
中
間
は
熟
益
で
あ
る
の
に
何
故
に
下
種
と
す
る
の
か
と
い
う
疑
間
が
生
じ
て
く
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は

『
玄
義
』
巻

一
の
教
相
章
所
説
の
三
種
教
相
の
中
の
第
二
教
相
を
見
れ
ば
、
三
千
塵
点
劫
の
過
去
大
通
仏
の
覆
講
法
華

を
化
道
の
元
始
と
し
下
種
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
（地
こ
の
第
二
教
相
の
説
示
が
今
の
第
三
節
の
意
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
第
二
教

相
の
説
示
を
見
れ
ば
、
師
で
あ
る
釈
尊
の
自
証
と
化
他
の
権
実
二
智
は
過
去
五
百
塵
点
に
お
い
て
既
に
成
満
し
た
こ
と
を
明
し
て
い
る
の

で
、
こ
の
第
二
教
相
の
所
説
は
今
の
第

一
・
二
節
の
意
に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
前
項

の

「
三
世
説
法

の
上
に
お
け
る
本
述
」

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

と
今
の

「
三
世
化
道
の
上
に
お
け
る
本
述
」
と
は
そ
の
義
は
全
く
同

一
で
あ

っ
て
、
た
だ
仏
陀
の
説
法
の
上
よ
り
論
ず
る
の
と
衆
生
教
化

の
上
よ
り
論
ず
る
の
と
の
不
同
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
故
に
前
項
の
説
法
の

「上
中
下
」
と
い
う
こ
と
は
今
の
化
道
の
始
中
終

に
該
当
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
両
者
を
合
し
て
述
べ
る
と
、
久
遠
本
時
所
説
の
法
華
経
は
、
説
法
の
上
に
お
け
る

「上
」
で
あ

っ
て

化
道
の
元
始
で
あ
る
。
そ
の
利
益
を
論
ず
れ
ば
下
種
益
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
述
を
示
せ
ば
本
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
大
通
中
間
所
説
の

頓
漸
五
味
の
諸
経
は
、
説
法
の
上
に
お
い
て
は

「中
」
で
あ

っ
て
化
道
の
中
で
あ
る
。
そ
の
利
益
は
熟
益
で
あ
り
、
さ
ら
に
本
述
を
論
ず

れ
ば
述
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
次
に
今
日
在
世
所
説
の
法
華
経
は
、
説
法
に
約
せ
ば

「
下
」
で
あ

っ
て
化
道
の
終
で
あ
る
。
そ
の
利
益

は
脱
益
で
あ
り
、
本
述
を
示
せ
ば
述
と
な
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
こ
の
本
述
論
を
検
討
す
る
と
き
、
結
句
智
顎
は
仏
陀
三
世
化
道
の
本
意
は
久
遠
本
時
の
下
種
の
教
化
に
あ
り
、
そ
の
種
子
は

「
不
下
以
二
余
教

一為
↓
種
」
で
法
華
経
に
か
ぎ
る
の
で
あ
る
。
下
種
は
成
仏
の
根
源
で
あ

っ
て
下
種
あ

っ
て
こ
そ
始
め
て
熟

・
脱
の
二
益

が
生
ず
る
の
で
あ
る
と
い
う
見
地
よ
り
、
中
間
在
世
の
益
は
久
遠
本
時
の
下
種
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の

智
顎

の
意
を
釈
し
て
湛
然
は

「自

レ垂
レ述
己
来
、
受
レ化
者
漸
広
、
得
二
久
近
益

一者
、
功
在
二
法
華

Ｌ
」
と
説
示
し
た
の
で
あ
る
。

結

五
旧

以
上
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
智
顎
の
本
述
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
。
「本
述
」
の
語
は
、
も
と
羅
什
門
下
の
道
融
の
九
轍
説

に
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
本
述
説
は
、
仏
身
上
に
お
い
て
論
じ
た
も
の
で
、法
身
多
宝
を
本
、生
身
釈
迦
を
述
と
分
別
し
、
両
者
倶

に
不
生
不
滅
に
し
て
不
思
議

一
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
述
が
智
顎
に
影
響
し
て
独
自
の
本
述
論
を
成
立
せ
じ
め
た
の
で
あ
る
。
智

顎
の
本
述
論
は
既
に
述
べ
た
如
く

「仏
身
上
の
本
述
」
が
根
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
法
華
経
の
分
科
説
に
、
あ
る
い
は
三
世
説
法
の
上
に
、

あ
る
い
は
仏
の
化
道
の
上
に
、
あ
る
い
は
衆
生
の
得
益
の
上
に
転
用
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
仏
身
上
の
本
述
論
は
、
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智
顎
が
法
華
経
寿
量
品
の
経
意
に
よ
っ
て
発
想
し
た
も
の
で
、
釈
迦

一
仏
の
上
に
お
い
て
始
成
と
久
成
と
を
分
別
し
て
、
久
遠
実
成
の
釈

尊
は
本
仏
、
始
成
正
覚
の
釈
尊
は
述
仏
で
あ
る
と
し
、
ひ
い
て
は
本
仏
釈
尊
よ
り
三
世
十
方
に
分
身
し
た
諸
仏
を
す
べ
て
述
仏
に
摂
し
、

述
多

一
本
と
し
た
の
で
あ
る
。

『玄
義
』
巻
七
に

今
世
已
前
、
本
成
己
後
、
中
間
行
行
悉
是
方
便
。
故
知
是
述
因
也
。
若
執
二述
因

一為
二本
因

一者
、
斯
不
レ知
レ述
亦
不
レ識
レ本
、如
下

不
レ識
二天
月

ヽ

但
観
中
池
月
、
若
光
若
桂
若
輪
上。

と
説
示
し
て
い
る
の
は
こ
の
意
で
あ
る
。

そ
し
て
智
顎
は
常
に

「述
本
非
レ本
、
本
述
非
レ述
」
と
し
な
が
ら
も
僧
肇
の
語
を
借
り
て

「本
述
雖
レ殊
不
思
議

一
」
と
結
ん
で
い
る
。

し
か
し
智
顎
が

「不
思
議

一
」
と
い
う
の
と
僧
肇
の
意
と
は
別
異
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
僧
肇
等
が

「不
思
議

ご

と
い
う
の
は
、
本

述
体

一
の
義
で
あ
っ
て
本
述
の
体
は
全
く
同

一
で
あ
る
と
い
う
意
で
あ
る
が
、
智
顎
が

「不
思
議

ご

と
い
う
の
は
本
述

一
致
の
義
で
あ
っ

て

「非
本
無
二
以
垂
フ述
、
非
述
無
二
以
顕
フ本
」
の
意
で
あ
る
。
即
ち
天
月
が
な
け
れ
ば
池
月
を
映
ず
る
こ
と
は
な
く
、
池
月
を
見
る
こ

と
が
な
け
れ
ば
天
月
を
望
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
本
が
あ

っ
て
始
め
て
述
を
垂
れ
、
述
が
な
け
れ
ば
本
を
顕
す
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
華
経
に
は
元
来
述
本
二
門
の
経
意
が
あ
っ
て
、
初
め
述
門
を
知

っ
て
後
に
本
門
を
識
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
智
顎
が
法
華
経
を
述
本
二
門
に
類
別
し
た
所
以
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

か
よ
う
に
仏
に
本
述
の
相
違
が
あ
れ
ば
、
そ
の
所
説
の
経
意
に
も
本
述
の
別
が
あ
り
、
そ
の
説
法
の
過
程
に
も
本
述
の
異
が
あ
り
、
さ
ら

に
衆
生
の
得
益
の
上
に
も
本
述
の
不
同
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
く
れ
ば
、
智
顎
の
主
張
し
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
は
、
述
中
説
法

・
化
道
の
根
源
は
久
遠
本
地
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
智
顎
の
教
判
は
権
実
判

の
上
に
さ
ら
に
本
述
判
が
存
す
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
智
顎
は

一
貫
し
て
今
説
の
経
意
は
爾
前
の
経
意
に
超
絶
す

る
こ
と
を
も

っ
て
教
判
の
旨
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
の
自
家
撞
着
に
つ
い
て
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
智
顎
出
興
当
時

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

の
仏
教
界
は
南
地
に
お
い
て
は
湿
槃
経
を
最
重
要
経
典
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
特
に
智
顎
の
専
ら
の
批
判
の
対
象
と
な

っ
た
法
雲
も
そ
の

立
場
よ
り
法
華
経
解
釈
に
お
い
て
、
前
半
の
因
門
部
分
と
後
半
の
果
門
部
分
と
の
二
面
よ
り
論
じ
、
万
善
同
帰
教
と
し
て
常
住
の
旨
を
説

く
湿
槃
経
に
劣
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
智
顎
は
こ
れ
を
却
け
て
法
華
経
至
上
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、
法
華
経
を
仏
身
の
上
よ
り

解
釈
し
て
、
法
華
経
所
説
の
義
が
全
く
諸
経
未
説
の
久
遠
本
時
に
遡
る
こ
と
を
も

っ
て
、
そ
の
能
説
の
経
で
あ
る
法
華
経
が
諸
経
に
超
勝

す
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
華
経
に
五
百
塵
点
劫
を
説
く
こ
と
、
久
遠
実
成
の
本

仏
開
顕
、
本
仏
の
久
遠
本
時
の
説
法
、
三
世
常
劫
に
亘
る
化
道
等
を
も

っ
て
法
華
経
の
諸
経
超
過
の
理
由
と
し
た
の
で
あ
る
。
故
に
智
顎

は
能
説
の
経
典
を
判
ず
る
と
き
は
法
華
経
は
諸
経
超
過
で
あ
る
と
い
う
権
実
判
で
あ
る
が
、
そ
の
法
華
経
所
説
の
法
義
は
述
中
仏
法
に
超

絶
す
る
本
時
説
法
の
法
華
経
で
あ
る
と
い
う
本
門
正
意
の
本
述
判
の
概
念
が
既
に
胚
胎
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
か
る
観

点
よ
り
宗
祖
は
内
証
同
致
の
旨
を
説
き
、
隆
師
は
智
顎
に
対
し
て
外
宜
述
面
の
上
に
内
鑑
本
密
の
義
を
論
ず
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

以
上
の
如
く
智
顎
の
本
述
論
が
延
長
発
展
し
、
宗
祖
の
第
二
の
法
門
た
る
本
述
論
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
に
は
湛
然

や
最
澄
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
展
過
程
を
検
討
す
る
に
は
、
さ
ら
に
智
顎
の
本
述
論
を
五
重
玄
義
の
観
点
か
ら
、
又
多
面
に
わ
た

る
観
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
て
稿
を
終
え
た
い
。

註
『法
華
行
者
値
難
事
』

（『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
∧
以
下

『定
遺
』
と
略
称
∨
七
九
七
頁
。
）
『報
恩
抄
』

（『定
遺
』

一
二

一
九
頁
。
）

『富
木
入
道
殿
御
返
事
』

（『定
遺
』

一
五

一
八
頁
。
）

『大
正
新
修
大
蔵
経
』

（以
下

『正
蔵
」
と
略
称
）
第
二
三
巻
七
六
四
頁
ｂ
。

『正
蔵
』
第
二
三
巻
九
二
〇
頁
ｂ
。
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（５
）

『正
蔵
』
第
二
八
巻
三
二
七
頁
ｂ
。

（６
）

『正
蔵
』
第
五
五
巻
五
八
頁
ｂ
。

（７
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻
二
頁
ｂ
。

（８
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
五
五
頁
ｂ
。

（９
）

坂
本
幸
男
編

『法
華
経
の
中
国
的
展
開
』

一
四
五
頁
～

一
四
八
頁
に
お
い
て
横
超
慧
日
博
士
は
九
轍
説
の
提
唱
者
は
道
融
と
見
る
の
が
穏
当
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（１０
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻
三
六
三
頁
ｃ
。

（Ｈ
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
一
四
頁
ｃ
に
は

「訳
二此
妙
法
蓮
華

一命
二僧
叡

一講
レ之
、
叡
開
為
二九
轍

Ъ
」
と
あ
る
。

（‐２
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻
三

一
三
頁
ａ
。

（‐３
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻

一
二
九
頁
ａ
。

（‐４
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
二
九
頁
ａ
。

（‐５
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
二
九
頁
ａ
～
ｂ
。

（‐６
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
二
九
頁
ｂ
。

（‐７
）

『卍
続
蔵
』
第

一
輯
第
二
編
乙

・
二
三
ノ
四
、
三
九
七
頁
ａ
。

（‐８
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻
三

一
三
頁
ａ
に
お
い
て
、
湛
然
は

「名
目
甚
美
而
宗
体
不
レ顕
」
と
批
判
を
加
え
て
い
る
。

（‐９
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
頁
ｃ
。

（２０
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
五
三
頁
ｃ
。

（２‐
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻

一
頁
ｃ
。

（２２
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
五
三
頁
ｃ
。

（２３
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
頁
ｃ
。

（２４
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻
四
五
二
頁
ｃ
。

（２５
）

『正
蔵
』
第
二
三
巻
五
七
四
頁
ｂ
。

（２６
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻

一
頁
ｃ
。

（２７
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻
二
頁
ａ
。

（２８
）

『正
蔵
』
第
二
四
巻
二
頁
ｃ
～
三
頁
ａ
。

（２９
）

『正
蔵
』
第
二
三
巻
七
六
九
頁
ｂ
。

（３０
）

『正
蔵
』
第
三
四
巻
二
頁
ｃ
。

（３‐
）

『正
蔵
』
第
二
三
巻
六
八
四
頁
ａ
。

天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て
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天
台
智
顎
の
本
述
思
想
に
つ
い
て

『正
蔵
』
第
二
三
巻
六
八
四
頁
ａ
。

「正
蔵
』
第
二
三
巻
八
二
五
頁
ｃ
。

「正
蔵
』
第
三
三
巻
八
三
二
頁
ｂ
。

『正
蔵
』
第
二
三
巻
七
六
六
頁
ｂ
。
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